
 

 

 

 

 

入札説明書 
令和８～１２年度 島根労働局の業務用自動車賃貸借業務一式契約 

島根労働局総務部総務課 

 

○契約担当官等  支出負担行為担当官 島根労働局総務部長 松井 豪 

 Ⅰ 個別事項  

１ 概要及び日程等 

(１)調達件名及び数量 
令和８～１２年度 島根労働局の業務用自動車賃貸借

業務一式契約 

(２)履行期間又は履行期限 契約締結日から令和１３年３月３１日までとする。 

(３)履行場所 別添１の仕様書による。 

(４)契約方法 一般競争入札（総合評価落札方式） 

(５)競争参加資格の等級 

令和 07・08・09 年度厚生労働省競争参加資格（全省庁統

一資格）において、厚生労働省大臣官房会計課長から

「役務の提供等」で「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」等級に格

付けされ、中国地域の競争参加資格を有する者であるこ

と。 

(６) 入札説明書の交付 この公告の日から令和８年７月２３日（木）まで 

(７)競争参加資格確認関係

書類等の提出期限 
令和８年７月２３日(木) １７時００分 

(８)入札書の提出期限 令和８年７月２７日(月) １７時００分 

(９)開札の日時及び場所 
令和８年７月３０日(木) ９時３０分 

松江地方合同庁舎５階 共用第４会議室 

(10)質問の期限 令和８年７月１４日(火) １７時００分 

(11)低入札価格調査基準額

の設定の有無（予定） 
無 

(12)入札保証金及び契約保

証金 

免除。ただし、落札者が契約を締結しないときは、落札

価格の100分の５以上に相当する金額を納付させる。 

 

２ 照会窓口 

（１）仕様書、契約条項及び本入札に関する問い合わせ先 

〒690-0841  島根県松江市向島町134－10 松江地方合同庁舎５階 

島根労働局総務部総務課会計第一係 春木 電話 0852—20-7006 

 

３ 質問等 

（１）本入札に関し質問等がある場合は、次の区分に従い質問の期限までに提出すること。 

① メール 



 

 

 

 

 

・仕様書、契約条項及び本入札に関する質問 

質問の送信先アドレス haruki-shunsei.g97@mhlw.go.jp 

 

② 照会窓口に持参 

 

（２）質問に対する回答は、入札関係書類を受領した全ての者に、入札書の提出期限の前

日の１７時００分までに、メールにて回答する。 

なお、簡易な質問については、質問者に対してのみ、電話等で回答する。 

 

４ 本入札者に求められる事項 

本入札に参加しようとする者は、「Ⅱ 共通事項」に記載する事項の他、次の要件

を全て満たしていなければならない。 

（１） 前記競争参加資格の等級を有していること。 

 

（２）過去１年以内に厚生労働省所管法令に基づく公表制度により、又は違法な長時間労

働や過労死等が複数の事業場で認められた企業として、平成 29 年 1 月 20 日付け基発

0120 第 1 号厚生労働省労働基準局長通達「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業

場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び

企業名の公表について」記３、平成 31年１月 25日付け基発 0125第１号「裁量労働制

の不適正な運用が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働

局長による指導の実施及び企業名の公表について」記の３に基づく企業名の公表をさ

れていないこと。 

※労働基準関係法令については以下の通り。 

労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、家内

労働法、作業環境測定法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別

措置法 

 

５ 提出書類 

（１）提出を要する書類 

本入札に参加しようとする者は、次の書類等をそれぞれの提出期限までに提出しな

ければならない。（提出部数  各１部） 

① 競争参加資格を有することを証明する書類等 

ア 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された資格審査結果通知書（全省庁統一

資格）の写し 

イ 競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書（入札説明書様式－１） 

ウ 直近２年間の社会保険料領収証書の写し又は年金事務所長から証明を受けた社



 

 

 

 

 

会保険料納入確認（申請）書等、社会保険料を支払ったことが確認できる書類の

写し 

エ 直近２年間の労働保険納付書の写し又は労働保険料を支払ったことが確認でき

る書類の写し 

② 暴力団等に該当しない旨の誓約書（入札説明書様式－２） 

※ 開札日の属する年度に誓約書を既に提出したことがある場合で、その内容に

変更が無いときは、当該提出済のものの写しを提出すれば足りる。 

③ 入札書（入札説明書様式－４）（代理人が紙により入札する場合には委任状（入

札説明書様式－５）を併せて提出する必要がある。） 

④ 入札関係書類受領書（入札説明書様式－７） 

 ※ 入札関係書類をホームページからダウンロードした場合のみ提出が必要。 

提出がない場合には、仕様の変更及び他の入札参加予定者からの質問に対す

る回答等に係る連絡ができないため、十分留意すること。 

⑤ 性能証明書（入札説明書様式－８）※カタログ（写）等も添付のこと 

（２） 性能説明書の審査 

前号⑤の性能証明書については、提出された性能証明書を島根労働局において審査し、

合格した者に係る入札書のみを落札対象とする。性能証明書の審査結果については、開

札日の前日までに不合格となった者のみに対し、電話等で通知するものとする。また、

当該審査に不合格となった場合でも、入札参加申込をする際の提出書類や入札書など本

入札案件に係る島根労働局に提出をした書類については入札者に対し返還しない。 

 

６ 支払条件 

契約書案（入札説明書別紙）第 10条記載のとおり。 

 

  



 

 

 

 

 

 Ⅱ 共通事項  

１ 電子調達システムの利用に関する事項 

（１）本件は、電子調達システムを利用して実施する。ただし、電子調達システムにより

難い者は、紙による入札を認める。 

（２）電子調達システムを利用して書類及び入札書等を提出する場合の要領は、電子調達

システム所定の操作方法による。 

（３）障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先 

・ ヘルプデスク ０５７０－０１４－８８９ 

・ ホームページ https://www.geps.go.jp 

ただし、申請書類、応札の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には

「Ⅰ 個別事項」２に記載した照会窓口へ連絡すること。 

２ 書類の提出義務 

（１）入札者は、競争参加資格確認関係書類等及び入札書等の必要な書類を、本入札説明

書の定める期限及び場所に提出しなければならない。 

（２）書類提出の受付時間については、受付期間中の平日（ただし１２月２９日から翌年

１月３日までの期間を除く。）午前９時３０分から正午及び午後１時から午後５時ま

でとする。 

（３）入札者は、提出した書類等について真正性確保等の観点から説明を求められた場合

には、これに応じなければならない。 

３ 言語及び通貨 

契約手続に使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。 

４ 競争参加資格 

（１）法令により競争に参加できない者 

予決令第７０条及び第７１条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加す

る資格を有しない。 

① 以下の各号のいずれかに該当する者 

ア 当該契約を締結する能力を有しない者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助

人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く｡ 

イ 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

３２条第１項各号に掲げる者 

② 以下の各号のいずれかに該当すると認められ、３年以内の期間を定めて、一般競

争に参加させないこととした者（これを代理人、支配人その他の使用人として使用

する者についてもまた同じ。） 

ア 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の



 

 

 

 

 

品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

イ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得る

ために連合した者 

ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

エ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

オ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を

故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

カ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者 

キ 前各号のいずれかに該当する者を、契約の締結又は履行に当たり、代理人、支

配人その他の使用人として使用した者 

（２）競争に参加させない者 

次に該当する者は、競争に参加することができない。 

① 厚生労働省から指名停止を受けている者 

② 資格審査申請書又はその添付書類に虚偽の事実を記載した者 

③ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者 

④ 次に掲げる制度が適用される者にあっては、本入札の入札書提出期限の直近２年

間（オ及びカについては２保険年度）の保険料の滞納がある者 

ア 厚生年金保険 

イ 健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの） 

ウ 船員保険 

エ 国民年金 

オ 労働者災害補償保険 

カ 雇用保険 

※ 各保険料のうちオ及びカについては、当該年度における年度更新手続を完了す

べき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべ

き日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない（分

納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。）こ

と。 

⑤ 本入札の入札書提出期限の直近１年間において、厚生労働省が所管する法令に違

反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導（行政機関から公表さ

れたものに限る。）を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に

対する国民の信頼の確保に支障をきたすおそれがある者 

※ これに該当すると思われる事実がある者は、あらかじめ入札説明書記載の照会

窓口に照会すること。  



 

 

 

 

 

（３）再委託を予定している者の取扱い 

業務の全部を再委託しようとする者、業務における総合的な企画及び判断を再委

託しようとする者、業務遂行管理部分を再委託しようとする者は競争に参加するこ

とができない。 

なお、原則として、契約金額の二分の一以上の再委託は承認しない。 

（４）人権尊重への取り組み 

    入札参加者は、入札書の提出（電子調達システムにより入札した場合を含む）を

もって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」

（令和４年９月１３日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施

策推進・連絡会議決定）を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約した

ものとする。 

５ 競争参加資格確認関係書類等の提出方法等 

（１）競争参加資格確認関係書類等は、次の手順により提出しなければならない。 

① 電子調達システムにより入札する場合 

ア 競争参加資格確認関係書類等をスキャナ等により電子データ化し、電子調達シ

ステム所定の操作方法により提出しなければならない。 

なお、競争参加資格確認関係書類等を電子データ化する際のファイルは、ＰＤ

Ｆ形式とする。 

また、電子データ化は、各項目別に一つのファイルを作成するか、一つのファ

イルとして作成した上で各項目別にしおりを付けるものとする。 

※ 電子調達システムは、仕様上の制約により一つのファイルしか送付できない

ため、作成した各項目別のファイルは、ＬＺＨ形式又はＺＩＰ形式にて圧縮の

上、一つのファイルとして送付すること。 

※ 送付する際において、電子調達システムの仕様上、３メガバイト以上のファ

イルは送付できず、また、ファイルは一回しか送付できないので留意するこ

と。提出したファイルの追加、修正等については紙による提出が必要である。 

イ 前記にかかわらず、送付したファイルに不備が生じている場合であっても、内

容確認に支障が無い場合には、支出負担行為担当官の判断により有効な提出とし

て認める場合がある。 

ウ 電子調達システムで入札参加をする場合であっても、競争参加資格確認関係書

類等を紙で提出することは差し支えない。ただし、システムの仕様上「証明書等

／提案書等」の提出機能を用いて何らかのファイルを送付しなければ入札額の登

録を行うことができないため、競争参加資格確認関係書類等を紙で提出する者は

「証明書等／提案書等」の提出画面から、「入札説明書様式－３」を提出するこ

と。 

② 紙による入札の場合 



 

 

 

 

 

入札説明書に定められた競争参加資格確認関係書類等を、持参又は郵送（書留

郵便等の配達記録が残る方法に限る。）により提出しなければならない。電信、

電話等による提出は認めない。 

（２）競争参加資格確認関係書類等を提出後、入札への参加を取り止める場合は速やかに

「Ⅰ 個別事項」の２に記載した照会窓口へ連絡すること。 

６ 入札書に記載する金額 

（１）入札者は、仕様書に定める業務の履行に要する経費のほか、当該賃貸借契約に要す

る一切の諸経費を含め、契約金額を見積もるものとする。ただし、「Ⅰ 個別事項」

において契約金額と別に支払うこととされている経費については、この限りでない。 

（２）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相

当する額を加算した金額（円未満の端数切捨て）をもって落札価格とするので、入札

者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

７ 入札書の引換え等の禁止 

（１）入札者は提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。 

（２）入札者は、入札公告、入札説明書及び仕様書等を充分理解した上で入札するものと

し、入札後不明の点があったことを理由として異議を申し立てることができない。 

８ 電子調達システムによる入札書の提出 

（１）電子調達システムにより入札する場合、通信状況により提出期限時間内に電子調達

システムに入札書が到着しない場合があるので、時間に余裕をもって行うこと。入札

書の提出期限に遅れた入札は一切認めない。 

（２）代理人が電子調達システムにより入札に参加する場合は、当該システムで定める委

任の手続きをあらかじめ終了しておかなければならない。また、電子調達システムに

おいては、復代理人による入札は認めない。 

９ 紙よる入札書の提出 

（１）紙により入札する場合は、「入札説明書様式－４」により作成した入札書を持参又

は郵送（書留郵便等の配達記録が残る方法に限る。）により提出しなければならない。

入札書の提出期限に遅れた入札は一切認めない。 

（２）入札書には電子くじ番号として、任意の３桁を記入しなければならない。入札書に

電子くじ番号の記載がない場合には、職員が任意の数字を電子調達システムに入力す

る。 

※電子調達システムでは、電子くじ番号に無作為の数字を加算して「確定くじ番号」

が決定され、「確定くじ番号」は、落札者となるべき者が２者以上いる場合のくじ

引き（16（３）参照）に使用される。 

（３）電話、電信等による提出は認めない。 

（４）入札書は封筒に入れ、かつその封皮に氏名（法人の場合はその名称又は商号）、宛



 

 

 

 

 

名（支出負担行為担当官島根労働局総務部長殿）及び件名（開札日及び「令和８～１

２年度 島根労働局の業務用自動車賃貸借業務一式契約」の入札書在中）を記載しな

ければならない。 

（５）代理人が紙により入札に参加する場合は、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商

号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、入札書

提出時に「入札説明書様式－５（１）」及び「入札説明書様式－５（２）」による代

理委任状を提出しなければならない。 

（６）前項の場合において、入札書に記載する代理人の氏名は、委任状の内容と一致しな

ければならない。 

（７）委任状の日付は提出日とする。 

10 代理人の兼務禁止 

入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ね

ることができない。 

11 入札の無効 

（１）本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 

（２）次に掲げる入札書は無効とする。 

① 入札書に記名がされていないもの 

② 入札金額を訂正したもの 

③ 金額の数字及び入札者の名称等、記載事項が不明瞭なもの 

④ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りが

あるもの 

⑤ 同一の者による入札が複数あるもの 

⑥ 電子調達システム利用規約に違反した者のもの 

⑦ 顕名を欠いた（契約当事者となるべき者の記載が無い）代理人によるもの 

⑧ その他、入札公告若しくは通知、本入札説明書又は関係職員が指示した事項に違

反しているもの 

（３）入札に参加した者が、「入札説明書様式－２」の誓約書（暴力団等に該当しない旨

の誓約書）を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった

ときは、当該者の入札を無効とする。 

（４）支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の

時までに競争参加資格を失い、又は競争参加資格を有しないことが判明した場合は、

当該入札者の入札を無効とする。 

12 入札の延期等 

入札者が連合又は不穏な挙動等をする場合であって、本入札を公正に執行すること

が出来ない状態にあると認められるときは、開札の延期又は入札の中止をすることが



 

 

 

 

 

ある。 

13 入札公告の取消 

支出負担行為担当官は、契約を締結するまでは、いつでも入札公告を取り消し、調

達手続を中止することがある。 

14 開札手続 

（１）開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、やむを得ない事情に

より入札者又はその代理人が立ち会うことができない場合は、入札事務に関係のない

職員を立ち会わせて行う。 

（２）電子調達システムにより入札書を提出した入札者は、開札場における立ち会いは不

要である。ただし、開札時刻に電子調達システムを利用できる端末の前で待機し、直

ちに再度入札に対応できるようにしなければならない。 

（３）入札者又はその代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。 

（４）入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、関係職員の求めに応

じ身分証明書又は入札権限に関する委任状（既に提出済の場合を除く。）を提示又は

提出しなければならない。 

（５）入札者又はその代理人は、関係職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合の

ほか、開札終了まで開札場を退場することができない。 

（６）入札者又はその代理人は、関係職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合の

ほか、開札場において電話、電子機器等により他者と通信を行ってはならない。 

15 再度入札 

（１）開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に

達した価格の入札がないときは、ただちに再度入札を行う。 

なお、電子調達システムにおいては、再度入札通知書に示す時刻までに再度入札を

行うものとする。 

（２）紙による入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合、再度入札は辞退したも

のとみなす。 

（３）再度入札は、当初の入札と同じ方法（電子入札の場合は電子入札、紙入札の場合は

紙入札）で行わなければならない。 

16 落札者の決定 

（１）入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書

の要求要件をすべて満たし、入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち

必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、契約を履行できると支出負担行為

担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予決令第７９条の規定に基づい

て作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、当該入札者の価格及び性能、機能、

技術等をもって申込をした内容が別添２の自動車の性能に関する審査要領に規定する

「総合評価点の計算方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 



 

 

 

 

 

（２）前項の規定にかかわらず、落札者となるべき者が次に該当する場合は、予定価格の

制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、総合評価点の最も高い者を

落札者とすることがある。また、次の場合は、入札者は事後の事情聴取及び関係資料等

の提示について協力しなければならない。 

① 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により契約の内容に適合した履

行がされないおそれがあると認められる場合 

② その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、

著しく不適当であると認められる場合 

（３） 落札者となるべき者が二人以上あるときは、電子調達システムによりくじ引きを

行い、落札者を決定する。 

17 落札者の通知 

落札者が決定したときは、入札者にその氏名（法人の場合にはその名称）、金額及び

総合評価点を口頭又は電子調達システムの落札通知書により通知する。 

18 契約書の作成 

（１）競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わす。 

契約書の締結は、原則、電子契約書によるものとする。ただし、電子調達システム

により難い者は、紙契約書によるものとする。 

（２）契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その

者が契約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受

けてこれに記名押印する。 

（３）支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約

は確定しないものとする。 

（４）支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の１通を契約の相手方に送

付する。 

（５）契約書の規定により再委託の申請をする際の所定の様式は、「入札説明書様式－６」

とする。 

19 契約を締結しない場合の違約金 

落札した者が契約を締結しない場合は、落札価格（入札書に記載された金額に当該

金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（円未満の端数切捨て））の１０

０分の５に相当する金額（円未満の端数切上げ）を違約金として納めなければならな

い。 

20 費用負担 

本入札に参加するために生じる提出書類の作成に要する費用その他一切の費用は、

入札者の負担とする。 

21 書類の返還 

提出された書類は返還しない。 



 

 

 

 

 

22 入札金額内訳書の提出 

（１）落札者は、契約締結後、速やかに入札金額内訳書（任意様式）を提出しなければな

らない。 

（２）前１項により提出された内訳書の金額配分が、客観的に判断して合理的でないと判

断される場合は、支出負担行為担当官は説明を求めることがある。 

23 入札者参加者の公開等に対する同意 

入札者は、厚生労働省が行う情報公開等の際、自己の名称又は商号、入札金額等が

公開される場合があることにあらかじめ同意するものとする。 

24 臨機の措置 

自然災害、電子調達システムの不調等やむを得ない場合には、支出負担行為担当官

は日程の変更その他必要な指示を行う。 

25 その他 

（１） 契約関係書類の真正性の確保 

押印が省略された契約関係書類が提出された場合は、以下のように取り扱う。 

なお、契約書の押印は省略ができないので留意すること。 

① 担当者等から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であるこ

と。 

② 押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や

違約金を徴取する場合があり得ること。 

 

◎ 様式等 

・様式１ 競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書 

・様式２ 暴力団等に該当しない旨の誓約書 

・様式３ 競争参加資格確認関係書類等の紙による提出について 

・様式４ 入札書 

・様式５（１）、（２） 委任状 

・様式６（１） 再委託に係る承認申請書 

・様式６（２） 再委託に係る変更承認申請書 

・様式６（３） 履行体制図 

・様式７ 入札関係書類受領書 

・様式８ 性能証明書 

・別添１ 仕様書 

・別添２ 自動車の性能に関する審査要領 

・別添３ 契約書（案） 


